
 

 

 

 

 武蔵村山市暫定駐車場（第二）の供用開始について  

 

このことについて、東京都から行政財産使用許可を得て、下記のとおり、新た

な暫定駐車場の供用を開始することとなりましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 名称 

  武蔵村山市暫定駐車場（第二） 

 

２ 位置 

  武蔵村山市緑が丘１９１３番地の４ 

  （団地西通り沿い、旧村山団地連合自治会西集会所跡地） 

 

３ 供用開始日 

  令和６年７月１日（月） 

 

４ 供用時間 

  午前９時から午後９時まで 

 

５ 駐車台数 

  １６台（うち軽自動車４台） 

 

６ 管理者 

  武蔵村山市都営村山団地西通り駐車場管理委員会 
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